
 

1 

災 害 救 護 速 報 
 

平成 30 年７月 11 日（水） 20： 00 現在 

事 業 局  救 護 ・ 福 祉 部  救 護 課 

TEL：03-3437-7084／FAX：03-3435-8509 
※ 内容・数値等は、随時更新されます 

※ 下線部は前回速報からの追加・変更箇所です 

 

 

平成 30年７月豪雨災害にかかる日本赤十字社の対応について（６） 
 

 

 

１ 日本赤十字社の対応  

（１）各支部及び本社の体制 

７月６日から支部災害対策本部等を設置し、救護活動を実施しています。 

 

○ 各支部及び本社の体制 

ブロック 体制 支部名 

第１ブロック 職員参集 宮城県支部 

第２ブロック 職員参集 東京都支部 

第３ブロック 
第１次救護体制 岐阜県支部 

職員参集 福井県支部、愛知県支部、三重県支部 

第４ブロック 第１次救護体制 滋賀県支部、京都府支部、大阪府支部、兵庫県支部 

第５ブロック 
災害対策本部設置 

鳥取県支部、岡山県支部、広島県支部、愛媛県支部 

高知県支部 

災害警戒本部設置 島根県支部、山口県支部、香川県支部、徳島県支部 

第６ブロック 
災害対策本部設置 福岡県支部 

第１次救護体制 佐賀県支部、長崎県支部、大分県支部、熊本県支部 

本社 第２次救護体制 - 

 

 

 

（２）救護班等の活動 

 日本赤十字社では、被害が大きい岡山県、広島県、愛媛県を中心に救護班やＤＭＡＴ（災

害派遣医療チーム）を派遣し、保健医療ニーズの調査や巡回診療等を行い、被災者の支援を

実施しています。救護班等は、被災地支部及び同一ブロック（中国・四国地方）の各支部に

加え、他ブロックからも派遣しています。 

 今後も引き続き、第５ブロックを中心に救護班等を派遣し、広島県坂町、呉市、岡山県倉

敷市を中心に救護所や避難所巡回診療による支援を行います。 

 また、岡山県支部及び広島県支部でそれぞれ日赤災害医療コーディネートの体制を敷き、

県や医療保健関係機関との活動連携を図っております。 
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〇活動中 

 現在、岡山県と広島県で計 12班が活動しています。 

  

○活動終了  

  

 

 

 

 

 

 

 

〇日赤ＤＭＡＴの活動状況（７月 11日 20：00 広域災害救急医療情報システムから） 

ブロック 派遣元 活動場所 活動状況 

支部 施設 

第４ 

ブロック 

  

滋賀県支部 大津赤十字病院 宇和島圏域ＤＭＡＴ活動

拠点本部 

活動中 

大津赤十字病院 宇和島圏域ＤＭＡＴ活動

拠点本部 

移動中 

京都府支部 京都第一赤十字病院 広島県保健医療調整本部 活動中 

和歌山県支部 日本赤十字社和歌山

医療センター 

愛媛県庁災害医療対策本

部 

移動中 

日本赤十字社和歌山

医療センター 

八幡浜保健医療調整本部 活動中 

都道府県 地域 活動場所 支部 施設 活動開始 

岡山県 倉敷市 倉敷市保健所 兵庫県支部 神戸赤十字病院 

（日赤災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄﾁｰﾑ） 

7/9～ 

熊本県支部 熊本赤十字病院 

（日赤災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄﾁｰﾑ） 

7/1～ 

岡田小学校 岡山県支部 岡山赤十字病院 7/1～ 

二万小学校 岡山県支部 岡山赤十字病院 7/1～ 

第二福田小学校 鳥取県支部 鳥取赤十字病院 7/9～ 

第五福田小学校 島根県支部 松江赤十字病院 7/9～ 

薗小学校 香川県支部 高松赤十字病院（ｄERU） 7/9～ 

岡山市 岡山県災害対策

本部 

岡山県支部 岡山赤十字病院 

（日赤災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄﾁｰﾑ） 

7/9～ 

岡山県支部災害

対策本部 

岡山県支部 岡山赤十字病院 

（日赤災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄﾁｰﾑ） 

7/9～ 

広島県 安 芸 郡

坂町 

小屋浦小学校 島根県支部 益田赤十字病院 7/1～ 

山口県支部 山口赤十字病院 7/9～ 

三原市 本郷生涯学習センター 福岡県支部 福岡赤十字病院 7/1～ 

合計 12班（ｄERU及び日赤災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄﾁｰﾑ含む） 
 

支部 救護班 

兵庫県支部 救護班２班 

岡山県支部 救護班４班 

広島県支部 救護班１班 

愛媛県支部 救護班１班 
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第５ 

ブロック 

岡山県支部 岡山赤十字病院 岡山県保健医療調整本部 活動中 

岡山赤十字病院 県南西部医療圏活動拠点

本部 

活動中 

岡山赤十字病院 日本赤十字社岡山県支部

災害救護実施対策本部 

活動中 

広島県支部 庄原赤十字病院 広島県保健医療調整本部 活動中 

広島赤十字・原爆病院 広島県保健医療調整本部 活動中 

香川県支部 高松赤十字病院 宇和島圏域ＤＭＡＴ活動

拠点本部 

（市立宇和島病院） 

待機 

愛媛県支部 松山赤十字病院 松山赤十字病院 移動中 

高知県支部 高知赤十字病院 ＤＭＡＴ高知県調整本部 活動中 

第６ 

ブロック 

熊本県支部 熊本赤十字病院 広島県保健医療調整本部 活動中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現場へ向かう広島赤十字･原爆病院 DMATチーム 情報収集を行う広島赤十字･原爆病院 DMATチーム 

救護所にて診療を行う岡山赤十字病院の救護班 広島赤十字・原爆病院救護班が坂町に到着 
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（３）被災地支部に対する支援 

被災地支部災害対策本部の運営を支援し、迅速な救護活動を実施できるよう、支援要員を

派遣しています。 

 

 （４）物資関係 

避難所等に避難されている方々に対して、救援物資を配布しています。 

また、これらの物資の他、現在、避難所における衛生対策として、簡易トイレや給水キッ   

ト等資機材の支援を検討しています。 

 

２ 気象の状況（７月 11日 13：45 消防庁発表資料から） 

・ ６月 28 日以降の台風第７号や梅雨前線の影響により、西日本を中心に全国的に広い範囲で

発生した豪雨については、「平成 30年７月豪雨」と命名。（７月９日） 

・ 日本付近に太平洋高気圧が張り出し、梅雨前線は北上して活動が弱まる見込み。 

・ 少なくとも今後一週間は、晴れて暑い日（最高気温 30度以上）が続く見込み。また、ごく狭

い範囲で雨の降るところがある見込み。 

 

ブロック 派遣元 活動場所 活動状況 

第５ 

ブロック 

鳥取県支部 

（支部支援要員１名） 
岡山県支部災害対策本部 ７月８日～ 

山口県支部 

（支部支援要員１名） 
広島県支部災害対策本部 ７月 10日～ 

香川県支部 

（支部支援要員２名） 
岡山県支部災害対策本部 ７月８日～ 

本社 

本社及び日本赤十字社医療センター 

（初動派遣要員５名） 
岡山県支部災害対策本部 ７月８日～ 

本社 

（初動派遣要員３名） 
広島県支部災害対策本部 ７月９日～ 

 

拠出支部 

 

品目  

配分先 

  

 

配分日 

  
毛布 安眠 

セット 

緊急 

セット 
タ オ ル

ケット 

 

岐阜県支部 

 

250 133   75 岐阜県下呂地区 7月 9日 

  48     岐阜県飛騨市地区 7月 7日 

400       岐阜県高山市地区 7月 7日 

京都府支部 110 84 48   京都府宮津市地区、亀岡市地区 7月 9日 

鳥取県支部 300 25 30   鳥取県庁 7月 7日 

島根県支部 500       岡山県支部 7月 7日 

岡山県支部 3,410   6,300   岡山県津山市等 7月 7日 

広島県支部 1,000       庄原市役所（広島県） 7月 6日 

100   60   広島県安芸高田市地区 7月 7日 

山口県支部 200 35  60   山口県山口市地区 7月 6日 

100   6   山口県美祢市地区 7月 6日 

愛媛県支部 200   60   愛媛県大洲市 7月 7日 

 

高知県支部 

200       奥物部ふれあいプラザ（高知県） 7月 7日 

200   150 100 高知県宿毛市役所 7月 8日 

20 10  24   高知県安芸市福祉事務所 7月 9日 

香川県支部 300   204   岡山県支部 7月 11日 

福岡県支部 60   228   福岡県久留米市地区 7月 8日 

合計 7,350 335 7,170 175     
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３ 人的・建物被害の状況（７月 11日 13：45 消防庁発表資料から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 災害救助法の適用（７月 10 日 内閣府(防災担当)発表資料から） 

標記災害により、多数の者が生命または身体に危害を受け、または受けるおそれが生じたこと、

及び被害地域が孤立し、災害にかかった者の救出について特殊の技術が必要となってことから、

全国で８府県 58 市 37 町４村（高知県は４市２町１村、鳥取県は１市９町、広島県は９市４町、

岡山県は 12 市５町１村、京都府は６市３町、兵庫県は９市６町、愛媛県は４市２町、岐阜県は

13市６町２村）に災害救助法が適用されました。 

 

 

 

 

 


